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　7月1日から「臨時福祉給付金」と「子育て世
帯臨時特例給付金」の申請手続きが始まります。
　対象と思われる世帯にはすでに申請書類を
郵送していますので、記載例を参考に申請期限
（10月1日）までに忘れずに申請しましょう。

【申請・問合先】福祉事務所臨時給付金窓口専用ダイヤル☎⑥5011（〒068‐2192三笠市幸町2番地）

臨時福祉給付金および
子育て世帯臨時特例給付金の
申請手続き開始について

Q&A

対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

はい

はい

はい
はい

はい

いいえ

子
育
て
世
帯

いいえ

いいえ

はい
いいえ

いいえ

対象ではありません。
生活保護を受けてい
ますか。

26 年度分の住民税
は課税されています
か。

26 年度分の住民税
が課税されている方
に生活の面倒を見て
もらっていますか。

26 年 1 月分の児童
手当などを受給して
いますか。
（中学生以下の児童
がいますか。）

25 年の所得は制限
額以上ですか。

加算対象の基礎年金
･児童扶養手当など
を受給しています
か。

臨
時
福
祉

臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります。
（1万円）

臨
時
福
祉

臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります。
（1万 5,000 円）

子育て世帯臨時特
例給付金の支給対
象者となる可能性
があります。
（1万円）

（スタート）

いいえ

対象者診断チャート
基準日は平成26年1月1日です。自分は市民税が課税されているか知りたいので

すが？
A．例えば、市民税の納税通知書が送られてきた場合や、
給与支払明細書の市民税の項目に課税額が記載されて
いる場合は市民税が課税されています。

基準日（平成26年1月1日）の翌日以降に三笠市
に転入した場合、給付金の受け取りはどうなりま
すか？

A．基準日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせく
ださい。

基準日以降に死亡した場合は支給対象になりま
すか？

A．三笠市が支給決定する前日までに死亡した場合は、
対象となりません。

市民税非課税のはずなのに、申請書が届いていな
いのですが？

A．あなたを扶養している方はいませんか。扶養してい
る方が市町村民税課税者の場合、対象外となります。

Q

Q

Q

Q

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
で
き
な
い
と
き
は

免
除
の
ご
相
談
を
!!

　

経
済
的
な
理
由
で
納
付
が
困
難
な
方
の
た
め
に
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。承
認
さ
れ
た
期
間
は
、年
金
受
け
取
り
の
た
め
に
必
要
な

期
間
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
先

【
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
納
付
が
困

難
な
方
は
…
免
除
制
度
】

　

本
人
、世
帯
主
、配
偶
者
の
前
年
所

得
が
一
定
以
下
ま
た
は
失
業
な
ど
で

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、申

請
が
認
め
ら
れ
れ
ば
保
険
料
の
全
額

ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、免
除
さ
れ
た
保
険
料
は
追

納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
所
得
が
少
な
い
30
歳
未
満
の
方
は

…
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
】

　

30
歳
未
満
で
本
人
、配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
、申
請

に
よ
り
保
険
料
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

【
免
除
ま
た
は
猶
予
と
な
る
期
間
】

　

免
除
ま
た
は
猶
予
の
期
間
は
7
月
か

ら
翌
年
の
6
月
ま
で
で
す
。申
請
が
遅

れ
て
も
申
請
期
間
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の

ぼ
っ
て
認
め
ら
れ
ま
す
。

※
平
成
26
年
4
月
か
ら
、免
除
申
請
期

間
が
申
請
時
点
の
2
年
1
カ
月
前
ま
で

さ
か
の
ぼ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼
平
成
24
年
6
月
〜
平
成
26
年
6
月
分

…
平
成
26
年
7
月
31
日
が
受
付
締
切

▼
平
成
26
年
7
月
〜
平
成
27
年
6
月
分

…
平
成
26
年
7
月
か
ら
受
付
開
始

【
学
生
で
所
得
が
少
な
い
方
は
…
学

生
納
付
特
例
制
度
】

　

本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合

申
請
に
よ
り
在
学
期
間
中
の
保
険
料

が
猶
予
さ
れ
ま
す
が
、特
例
期
間
は

4
月
か
ら
翌
年
の
3
月
ま
で
で
、毎

年
申
請
が
必
要
で
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

①
年
金
手
帳

（
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
）

②
印
か
ん

③
失
業
な
ど
を
理
由
に
す
る
場
合
は

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」ま
た
は

「
離
職
票
」

④
学
生
納
付
特
例
の
申
請
に
つ
い
て
は

在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
の
写
し
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